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要　旨

　本稿では，米軍統治下の沖縄におけるフィリピン人軍人・軍属の出入域に関する問題と彼らと結婚

した沖縄人女性の国籍及び婚姻をめぐる問題を中心に考察を進める。リサーチクエスチョンは，「フィ

リピン人軍人・軍属に関する戦後の出入国管理体制がどのように変化していったのか，また彼らと結

婚した女性たちの国籍及び婚姻をめぐる問題はどのようなものがあったのか」である。

　本稿では，１．終戦後の出入域管理体制，２．フィリピン人軍人及び軍属の駐留及び在留期間，３．

フィリピン人軍人・軍属に嫁いだ女性たちの国籍及び婚姻をめぐる問題について考察する。これまで

米軍統治下のフィリピン人軍人・軍属に関する出入域に関する研究はなされておらず，その法的経緯

や帰還に関する実態については明らかにされていない。また，駐留中に結婚した沖縄人女性らの国籍

や婚姻をめぐる問題についても，実態研究はほとんどなされていない。そうした状況は関連資料が少

ないことに起因するのであろうが，本稿では発掘した新資料に証言を取り込み，そうした問題につい

て検討を試みる。

キーワード：米軍統治下の沖縄，フィリピン人軍属，出入域管理，フィリピン人妻

Abstract

The present paper discusses immigration controls issues for Filipino military personnel and 

civilian employees during the US military rule, as wells as nationality and marriage legal issues 

regarding their Okinawan brides. The research questions are: What kind of changes occurred in 

immigration controls for Filipino military personnel and civilian employees? and, accordingly, 

what nationality and marriage problems were found regarding their wives?

Section 1 of this paper discusses immigration control processes during postwar Okinawa; 

section 2 examines the stationing and length of stay of Filipino military personnel and civilian 

employees; and section 3 considers nationality and marriage legal issues of Okinawan women 

married to Filipino military personnel and military civilian personnel.

At present, there is no research regarding immigration controls in Okinawa during the U.S. 

military rule, and issues regarding the actual conditions of legal processes and their repatriation 

remain unclear. This is the first study that analyzes nationality and marriage legal issues of 

Okinawan women married with stationed Filipino military personnel and civilian employees. 
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はじめに

太平洋戦争後の沖縄の混乱期にあって，米軍統治下で

米軍に従事していたフィリピン人軍人や軍属と婚姻後，

フィリピンに渡った沖縄女性たちが多く存在している。

その総数は1,000人とも2,000人ともいわれる１）が，その

実態は明らかにされていない。戦後75年が経過し，対象

となるそうした女性たちは高齢化し，その数も年々激減

しており，女性たちのフィリピン移民の経緯及び移民の

実態の全容を明らかにすることは容易ではない。そうし

た女性たちの生涯を把握する証言の採取も喫緊の課題と

なっており，筆者は４年前（2017年）から，そうした女

性たちに対するインタビュー調査を実施した。

本稿では，筆者が発掘した資料に当事者の証言（オー

ラルヒストリー）を組み込むといった研究手法で，これ

まで研究がなされてこなかった終戦後米軍統治下の沖縄

で，米軍に従事していたフィリピン人軍人・軍属の沖縄

への出入域における管理体制を明らかにするとともに，

フィリピン人軍人及び軍属と結婚した沖縄女性らのフィ

リピン移住に関わる国籍や婚姻をめぐる問題を浮き彫り

にする。

１．終戦後の出入域管理体制

　⑴　米軍政府による出入域管理体制の整備

米国海軍軍政府は，1945年米国の占領に伴い，米国海

軍軍政府布告第一号の発令（ニミッツ布告）により琉球

列島における日本国のすべての行政権，司法権の権限を

停止し，同時に布告，布令，命令等を発し琉球列島の統

治に着手している２）。出入国管理については，1945年６

月に米国海軍軍政府布告第二号（戦時刑法）を制定し，「米

国軍の安全，その占領区域の秩序安寧を期す為」として，

琉球列島への出入域を全面的に禁止し，合わせて住民の

移動を厳しく制限した３）。これは戦時下における戒厳令

ともとれる出入域管理における最初の法令となる。その

後，本島内の移動については徐々に解除されていくが，

琉球列島（特に沖縄本島）への出入域に関しては厳しく

制限し，1949年６月戦時刑法の廃止と同時に米軍政府布

令第一号を制定公布するまで，その法的効力は続いた４）。

特例として琉球列島への琉球籍民の引揚げに関して，

連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）の統制下で「日

本本土」から「琉球列島」への引揚げが計画され，引揚

げは1945年９月の第１期から段階的に行われている。海

外からの「琉球列島」への引揚げについては，米海軍太

平洋区域総司令官（CINCPOA：Commander in Chief 

Pacific Ocean Areas）の統括下にあったが，戦後の復

興が遅れ，受け入れ態勢の統合的な政策がとれず混乱を

生じ，実際に引揚げが始まったのは，1946年８月15日以

降で，1949年３月まで行われている５）。しかし，台湾か

ら宮古・八重山諸島への引揚げにおいては，「ヤミ船」

と呼ばれる「民間船」や中華民国政府の準備した船舶に

よる送還などが行われており，戦時刑法による出入域の

禁止措置の例外も存在していた６）。これらを含め琉球出

身者の海外及び本土からの引揚げは，1949年10月までに

25万人余に達している７）。

上述したように1945年６月，米軍政府は布告第二号（戦

時刑法）をもって出入国を全面的に禁止した８）。その後，

1949年７月には戦時刑法の廃止とともに米軍政府布令第

一号「刑法並びに訴訟手続法典９）」が施行され，「南西

諸島には許可なくたちいる者は断罪の上一万円以下の罰

金又は一年以下の懲役に処する」とする条項をもって，

出入域を厳しく制限している10）。これにより戦後の出入

域管理行政が始まる。このように沖縄戦後の出入域管理

に関しては，米軍政府布令第一号による法整備を受け，

米軍政府総務部が所管し，入域許可申請に対する事実調

査，渡航許可証の作成業務を行い出入国に関して著しく

制限を加えていた。これにより軍人以外の外国人につい

ては，総司令部または米軍政府の許可による，厳しい出

入域管理が行われていたが11），軍政において必要とされ

る外国人の軍雇用員については，米軍政府の采配により

出入域を例外的に許可していた。出入域の港としては，

那覇空港，那覇港に加えてセクションベース（在ホワイ

トビーチ）が指定されていた12）。

　⑵　球政府による出入域管理体制の整備

1950年，米軍政府から米国民政府（USCAR）に統治

が移管され，「税関及び出入管理事務所」が設置されて

いる。1951年以降，第一次軍事工事ブームによる海外か
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らの建設請負業社に務める非琉球人（日本人，外国籍人）

が入域するようになり，米国民政府のもとに「移民事務

所」が設けられ，そこで出入国手続きが行われるように

なる。

さらに1951年，サンフランシスコ講和条約（対日平和

条約13））後，沖縄での長期統治に向け，琉球政府を設立し，

警察局の内部分課として「出入国管理課」を置き，出入

国管理及び手続きについては，米国民政府移民課の直接

の指揮監督下で処理していくこととなった14）（図１）。

1953年１月には，米国民政府布令第93号「琉球列島出

入管理令」を制定公布し，琉球列島居住者，米軍要員以

外の外国人の出入国手続き及び外人登録制度並びに不正

入域処罰に関する規定を成文化している15）。それにより

軍人・軍属を除いた非琉球籍者は外国人登録をしなけれ

ばならなくなった。しかし外国人登録は思うように進ん

でいなかったことが琉球新報にて報じられており16），そ

の管理は難航していた（図２）。

　⑶　出入管理令における米軍要員の定義

その後，1956年の米国民政府布令第125号，出入国管

理令における米軍要員の定義の改正17）に伴いアメリカ

国籍以外の軍雇用者も入管令の該当者となり，外国人登

録の対象となった。これにより，軍雇用者についても沖

縄での滞在に関しては在留期限が設けられた。米軍要員

の出入域においては，米軍要員（米国軍人，軍属，それ

らの被扶養者）に該当するものかどうか審査が求められ

るようなる。

米国民政府統制下の沖縄への出入域については，1968

年琉球政府法務局出入管理庁編「琉球における出入域管

理」に詳しい18）（図３）。

「琉球における出入域管理」では米軍要員における軍

人と軍属及び外国人について，以下のように定義してい

る（資料１）（資料２）。

図１　琉球新報　1953年３月14日付

図２　琉球新報　1953年３月24日付

図３　�琉球政府法務局　出入管理庁/編「琉球におけ

る出入域管理」
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軍人・軍属に該当しない外国人については， 1954年２

月以降，｢琉球列島｣に戸籍を持たない人々が，｢非琉球

人｣として｢外国人｣管理体制のなかで「外国人」として

扱われ，1953年に本土復帰した奄美大島出身の在琉者も，

｢琉球列島｣に戸籍を持たない者は，以後外国人として認

定されることになる21）。外国人の出入域の最終権限は，

米国民政府（高等弁務官）が保持し，高等弁務官へ入域

許可の申請を行い，入域許可を受ける必要があった。し

かし，その出入域の許可・不許可の決定には明確な基準

がなく，米国民政府が恣意的に制度運用を行っていた事

例も確認されている22）。米国民政府下における出入域の

指定港となったのは，海港は，那覇港，泊港，ホワイト

ビーチで，空港は那覇空港，嘉手納空港であった23）。

２．�フィリピン人軍人及び軍属の駐留及び在留

期間

　⑴　 フィリピン人軍人・軍属の駐留の経緯と在留のパ

ターン

戦後（1945年），ニミッツ布告により，琉球列島への

出入域を全般的に禁止する一方，フィリピンスカウト

（Philippine Scout）と称するフィリピン兵士の駐留24）

やチャイナ部隊（国府軍）25）などの外国軍隊が米軍政府

の入域許可のもとに駐留していた。特にフィリピンスカ

ウトについては，連合国極東軍司令官ダグラス・マッカー

サーの要請により再結成され米軍統治のため駐留してい

たが，1947年６月20日付で廃止が決定され26），その後徐々

に縮小され，1949年末に正式に廃止されている。フィリ

ピンスカウト終了後の兵士たちの処遇については不詳で

ある。当時の出入域管理においては，1950年に琉球軍政

府から米国民政府（USCAR）に統治が移管されるまで，

軍政府の管理下にあり，フィリピンスカウトの中には軍

人から軍属へ転職し，沖縄に滞留し続けた者がいた可能

性も否定できない。

この時期，米軍に雇用された軍属として，入域した

フィリピン人軍属も多い。出入域に関しては，米軍雇用

が必要と認められた軍属は，琉球政府による出入域管理

の対象外とされ，比較的容易に米軍要員として出入域し

ていた。また1951年以降，第一次軍事工事ブームによる

米軍拡張工事のため，民間業者の雇用で「非琉球人」の

枠で入国したフィリピン人（Civilian）も相当いた。フィ

リピン人軍属の沖縄への入域に関しては，いくつかのパ

ターンが存在していたことが考えられる。

その後，フィリピン人軍属の軍雇用員の駐留に関し

ても，その雇用を減らす駐留経費の削減案が提出され，

1948年のマッカーサー将軍指令により，比較的低賃金で

雇用できる地元の労働者を訓練するためのプロジェクト

が進められていた。この計画はIntensive Programsと

称され，計画はデットラインが設けられ27）。USCARは

1955年に10年計画による在沖フィリピン人労働者削減政

策を発表し，その後1965年にUSCARはフィリピン人労

働者の全面解雇に踏み切っている28）。

1953年の「琉球列島出入管理令」による外国人登録，

1956年米軍要員の定義の改正に伴い軍属として滞在して

いたフィリピン人も外国人登録が必要となり，駐留経費

削減に伴う外国人軍雇用員から沖縄人雇用への移行措置

米軍軍人

　琉球列島における米軍の陸軍，海軍または空軍に勤務する軍人。

軍属

　琉球列島における米軍軍隊に雇用，勤務または随伴する米国国籍を有する民間人及び下記に該当する者。

⑴　割合および非割当資金の被雇用者（以下，文中の下線及び罫線は筆者による）

⑵　米軍が管理している船舶及び航空機に雇用されている民間人，但し契約運営，傭船及び代理店契約による船舶を除く。

⑶　琉球列島における米軍に奉仕するアメリカ赤十字社の雇用員。

⑷　琉球列島における米軍に関係する公用のため，琉球列島に在住する米国民政府の被雇用者で米軍に雇用されていな

いもの。

⑸　琉球列島における米軍により正式に招聘され，又は米軍との関係で琉球に在留する技術顧問，慰問団及びその他の者。

⑹　米軍軍用地内にある軍機関の銀行を管理するために入域した者。

外国人は1954年の２月11日の布令一二五号「琉球列島出入域管理令」の適応を受ける。

この場合の外国人とは

１）本籍が沖縄県にあっても住所が日本本土にあるもの。

２）琉球列島に本籍，住所を持つ琉球住民及び米軍人，軍属並びにその家族以外のすべてのものを指す。

資料１　出入管理令における米軍要員の定義19）　1966年時点（米国民政府）

資料２　琉球政府設立以後の外国人の定義20）
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により雇用契約の終了や解雇に伴い，外国人としての在

留期間が制限され，さらに退去勧告がなされ，個々のフィ

リピン人軍属や民間雇用軍属（Civilian）も帰国せざる

を得ない状況に追い込まれていった。

当時，駐留していたフィリピン人軍属の沖縄での在留

については，以下のパターンが考えられよう（資料３）。

　⑵　 フィリピン人軍人・軍属のフィリピンへの帰還と

沖縄人妻の証言

フィリピン人軍人・軍属に嫁ぎフィリピンへ移住した

本研究の対象となる女性たちがフィリピンへ渡航した時

期は，1950年～1960年が最も多い。その時期はフィリピ

ンスカウトの廃止，1953年に制定公布された「琉球列島

出入管理令」における外国人登録による在留資格の制限，

および1956年の出入国管理令における米軍要員の定義の

改正における外国人登録制度が発足した時期と重なる。

上述したフィリピンスカウトの廃止，米軍によるフィリ

ピン人雇用の縮減に起因したフィリピン人の軍雇用の契

約終了及び解雇により，フィリピン人である夫の在留資

格要件が大きく変化したことに起因する現象だと考えて

いいだろう。

また「出入国管理令」における在留資格においては，

最終的には，米国民政府の判断が優先されたことから，

契約終了及び解雇後のフィリピン人軍属の処遇に関して

は，個人差があったことも予想される。また中には，軍

雇用の雇用契約の終了後に，その他の事由により外国人

在留期間が延長された者や，外国人登録証所持者の中か

ら，その後永住許可が認められた事例も確認できる。

フィリピン人軍人や軍属の妻となった女性たちが，

フィリピンへ渡航する時期においては，夫と一緒にフィ

リピンに渡るケース，夫のフィリピンの帰還後すぐに出

国手続きを経てフィリピンへ渡航するケース，夫の帰還

後，時間をおいて家族が段階的に移動していくケースな

ど様々なパターンがみられる。フィリピンへの移住につ

いては，「家族は離ればなれでない方が良い」「子どもの

ためには家族が一緒の方がいい」といった証言が多く聞

かれる。フィリピンに移住した理由について，以下の４

人の女性は次のように証言している。

Q：フィリピンに移住した理由は何ですか？

ａ： 1955年に夫が軍の兵役を解かれたのです。仕事が

なくなって，嘉手納の基地内に自宅があったんで

すが，基地外に出されたんです。宜野湾の大山（の

会社〈以下，括弧内は筆者による加筆及び注〉）

に移ったんです。そのドライクリーニングの仕事も

沖縄の業者となり，沖縄の従業員となったので，フィ

リピン人は要らないといわれました。当時，子ど

もたちがちょうど学校に行く年でしたので，フィ

リピンで学校を最初から通わせた方がよいという

ことで，子どもたち３人を連れてフィリピンに行

くことを決意しました。1957に渡航しました29）。

ｂ： 夫の沖縄での雇用契約の終了とともにフィリピン

へ移住しました。夫はフィリピンには帰りたくあ

りませんでした。子どもも２人いますから，なぜ

帰らなければならなかったかに関してはよくわか

りませんが，夫は隠れて帰るのを嫌がっていまし

た30）。

ｃ：  1956年にフィリピンへ渡りました。夫は先に兵

役を解かれて，先にフィリピンに戻っていたん

です。そこで子どもたちがパパ（ご主人）のと

ころに行きたいといって…（中略）…あの当時は，

外国人も多くない時代でしたから，学校でフィリ

ピナー（フィリピンの子ども）といわれて大変で

した。そのために子どものためにフィリピンに行

きました31）。

ｄ： やっぱりもう，あのーフィリピンの人たちの仕事

を沖縄の人ができるようになったら，もうフィリ

ピンの人はもう帰っていい（と言われた）。で，

むこうから退職金とあなたはいついつ帰れること

になりました，軍用の飛行機で帰ることになりま

した。…をあげますからって，それを持って私た

ちは飛行機に乗って帰ったんですけどね。1959年

に，…（中略）…（それで），やっぱりあのーア

メリカ政府もですね，あのーフィリピンの人使う

・米軍の直接雇用による軍属であり，米国民政府により一定の在留資格が得られたもの

・米軍関連民間業者の雇用員（Civilian）であり，米国民政府により一定の在留資格が得られたもの

・米軍の直接雇用および民間業者により雇用された軍属で契約終了後に米国民政府（高等弁務官）への申請により在留が

認められたもの

・米軍の直接雇用による軍属または雇用員（Civilian）で雇用契約を終了し，在留資格が得られなかったもの

資料３　フィリピン人軍属における在留パターン

（「琉球における出入域管理」「琉球列島出入管理令」参照）
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よりは沖縄の人に働いてもらいたいという その

あれ（本音）があったんでしょうね32）。

４人の証言からも，上述した沖縄住民を軍雇用員

として訓練するためのプロジェクトであるIntensive 

Programs計画の推進や米国民政府（CCAR）の在沖フィ

リピン人労働者削減政策などがフィリピン人夫の雇用環

境や家族の生活に大きな影響を与え，苦渋の決断として

フィリピンへの移住を決めた経緯が窺える。

３．�フィリピン人軍人・軍属に嫁いだ女性たち
の国籍及び婚姻

　⑴　�フィリピン人軍人・軍属の妻の出入域管理におけ

る国籍に関する解釈

婚姻後の女性たちの国籍については，1958年に出入国

管理部審査課がまとめた「例規原案綴」33）で以下の見解

が示されている（資料４）。

資料４　1958年　出入国管理部審査課　例規原案綴（県立公文書館保管）

　　　　��例規　フィリピン人男性と婚姻した沖縄人女性の国籍について34）

「
例
規
」

　
　

出
審
二
四
四
号

　
　
　

一
九
五
八
年
一
月
三
十
日

出
入
管
理
部
長　

○
○ 

○
○　
　

　
　

課　

長

　
　

支
所
長　
　
　

殿

　
　

出
張
職
員

　
　

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
男
と
婚
姻
し
た
日
本
人
女
の
国
籍
に
つ
い
て

み
だ
し
に
つ
い
て
法
務
局
長
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
左
記
の
通
り
回

答
が
あ
っ
た
の
で
執
務
上
の
参
考
に
し
て
貰
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記　
　
　
　

一
、
照
会
（
一
九
五
七
年
十
二
月
十
六
日
付
出
審
第
三
二
四
二
号
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
男
と
婚
姻
し
た
日
本
人
女
（
琉
球
住
民
を
含
む
）

が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
籍
を
取
得
し
た
場
合
の
日
本
人
女
の
国
籍

に
つ
い
て
甲
乙
両
説
が
あ
り
い
づ
れ
の
説
に
よ
る
べ
き
か
。

甲
説フ

ィ
リ
ピ
ン
男
と
婚
姻
し
た
日
本
女
は
、
婚
姻
に
よ
り
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
国
籍
を
取
得
せ
ず
帰
化
に
よ
り
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
籍
を
取
得

す
る
。

従
っ
て
日
本
人
女
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
籍
を
取
得
す
る
と
同
時
に

日
本
の
国
籍
を
失
う
。

乙
説

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
男
と
婚
姻
し
た
日
本
人
女
は
、
婚
姻
に
よ
り
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
国
籍
を
取
得
す
る
。
従
っ
て
日
本
人
女
は
、
二
重
国
籍
者

と
な
る
か
ら
国
籍
を
離
脱
し
な
い
限
り
日
本
の
国
籍
を
失
わ
な
い
。

回
答
（
一
九
五
七
年
十
二
月
二
十
一
日
付
法
民
第
九
八
五
号
）

　

日
本
人
女
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
男
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
夫
の
国
籍
を

取
得
し
て
も
当
然
に
は
日
本
の
国
籍
を
失
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

乙
説
後
段
の
と
お
り
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。

（「例規」出審二四四号65頁，不鮮明な資料のため筆者にて書写し抜粋した）

環太平洋地域文化研究　№２

── 90 ──



当時，日本国内では法規によって二重国籍は認められ

ていなかった。この「例規」から勘案すると，「フィリ

ピン人男性と婚姻した沖縄人女性の国籍」においては，

フィリピンの国籍を有していても，日本国籍を離脱しな

い限りにおいては，日本国籍を失うものではないといっ

た解釈がなされている。現在も日本の国籍法では，22歳

を過ぎた者については二重国籍を認めない法規がある

が，当時の米国民政府下においては，日本国籍を離脱（放

棄）していなければ，フィリピン国籍を取得した後も日

本国籍を有することができたことが理解できる。

本研究の対象となる女性たちについても，フィリピン

国籍と同時に日本国籍も保有しているケースが少なから

ずみられる。つまり，フィリピンに帰化した後も，日本

国籍を放棄せず，日本国籍を維持している「例規原案綴」

で示されたケースである。

　⑵　裁判および新聞記事にみる離婚・離別

図５は沖縄人女性とフィリピン人男性との離婚に関す

る裁判所が示した判決録35）である。

判決録では，「沖縄人女性はフィリピン人男性と婚姻

したが，その夫は，米国人商社を失職し沖縄人の妻を遺

棄してフィリピンに帰り行方不明となった」時，離婚が

成立するか否かの判例である。裁判所の判決として離婚

においては夫の国の外国法が優先される事例ではある

が，公序良俗の観点（法例第30条に反する）から琉球の

法律に従うことが順当であるとして離婚を認めている

（図５）。

この判例の問題はフィリピン国籍を有する沖縄人女性

についてどの国の法律で判断するかといったことであ

る。判例では，フィリピン国籍を有していても，日本の

国籍を放棄していない沖縄人女性に関しては琉球の法規

を適応しても良いといった判断を示している。

判例の主文のまとめとして，「琉球の位置する特殊環

境の下で多々類似事件が生起する可能性があるので，参

考に価するケースである」としている。いかに沖縄人女

性とフィリピン人男性の婚姻が多く，同様な問題が発生

していたかが理解できよう。

他に婚姻後の離別の問題も深刻であったようである。

1956年１月の琉球新報の記事に「比島人の結婚問題」と

いう見出しで，以下の比大使館のマンギラ氏の沖縄来島

の様子が紹介されている（図６）36）。

…国際結婚のうちでは人種的に似た比島人との結婚

が多いようである。だが楽しい夢を描いて結婚した

ものの，夫と共に夫の国に行くことができず悲しい

運命をたどった沖縄婦人も相当数にのぼっているの

が現状であるが，…オーガスチン・P・マンギラ領

事が沖縄在の比島人の生活状態調査および現在彼ら

が直面している諸問題解決のための来島，比島人と

結婚した沖縄女性にとっては，将来何らかの朗報が

あるものとして大きく期待されている。…

この記事では，マンデラ領事の来島の目的は沖縄人や

他の外国人と結婚している在沖比島人の問題についての

調査であるとしているが，フィリピン人と婚姻後，フィ

リピン人男性の帰還により離別した沖縄女性が相当数い

て，それが社会問題となっていたことがわかる。図５　1959年３月10日付

　　　離婚請求事件申請資料裁判所判決録　裁判所報第10号

図６　琉球新報（夕刊）　1956年１月13日付
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　⑶　フィリピン移民におけるパスポートについて

対象者に対するインタビューにおいて，国籍の問題が

絡むパスポートの所持について明確な返答が得られない

ケースが多い。それは日本における二重国籍を認めない

現行の法規に関わる問題があるからであろう。そうした

国籍の問題が複雑に関わり，話したがらないケースも多

い。こうした問題はプライベートに関わる個々の重要な

問題であることから，インタビューは慎重にならざるを

得ない。

以下，インタビューにご協力いただいた女性たちの

フィリピンに渡航する際のパスポートに関する証言を紹

介する。

Q： フィリピンに渡る時には，パスポートはどうした

のですか？

ｅ： 行くときには，この一応うちの人がいつ帰るかわ

からんからということで，私のその琉球パスポー

ト（図７ 身分証明書）を作ったんですよね。私

も一緒に行って。そしてだけど帰るときにはフィ

リピンパスポートでうちの人が２人の長女と次女

と一緒に私がまた双子抱っこして，１つのパス

ポート（図８ フィリピンファミリーパスポート）

で，フィリピンに帰ったんです。でもこの琉球パ

スポートというのは保持しておきなさいと言われ

たので，うちの人にね。それでずっと今まで持っ

ているんです37）。

ｆ： 那覇港からフィリピンへ渡るときのパスポート

は琉球のパスポート（図７ 身分証明書）でした，

〇〇（長女）も〇〇（次女）もうん，みんな，琉

球政府のパスポートがあったんです38）。

Q：その時のパスポートって残っていますか？

ｆ： うん，あったかね。持ってるかね。めんどくさい

から，たくさんもっていてもしょうがないから。

Q：フィリピンパスポートももってたんですか？

ｆ： ごちゃごちゃしているから，わからないね。前に

はあったんですけど，今はどこに行ったか分から

ないね。長い事なるからね。お父さんは軍の中に

働いてましたので，でもプライベートカンパニー

（民間会社？）でしたから，軍のダイレクトでは

ないんですよね。まえはグループパスポートでも，

今は別々のパスポートですから…その時は確か，

ファミリーのパスポートでしたね38）。

これまでインタビューを実施した対象者の中で，パス

ポートの写真撮影を許可していただいた方々のパスポー

ト写真を確認すると，パスポートについては，琉球パス

ポート，フィリピンパスポート，フィリピンファミリー

パスポートの３種を確認することができる（図７，図８，

図９ ）。

フィリピンへ向かう際に那覇や嘉手納基地内の空港か

らフィリピン国内の米軍基地であるクラーク空軍基地内

の飛行場に降り立った事例が多く確認できるが，その

際，国籍の確認として，どのような措置が取られていた

のかについては不明な点が多い。また，1952年に沖縄の

アメリカ大使館の出張所から東京のアメリカ大使館に送

られた覚書には，沖縄にフィリピン大使館の出張所を置

くことの調査の必要性について述べた記録が残されてい

る。その中で，フィリピン人と沖縄女性との結婚による

申請手続きが煩雑になっていることが記されている（図

10）。さらに，フィリピン人と沖縄人女性の結婚による

パスポート申請や国籍における手続きにおいては，米国

民政府（USCAR）がフィリピン政府との手続きにおい

て，事務代行作業を行っていた事実も確認できる39）。覚

書から勘案すると，出入域おいては，琉球政府の出入国

管理制度以外に，米国民政府（USCAR）の統制が大き

く影響力を行使していた実態も浮かび上がってくる。

図７　身分証明書（琉球パスポート）
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図９　フィリピンパスポート

図10　FOREIGN�SERVICE�OF�USA�OPERATIONS�MEMORANDUM（沖縄公文書館所有）

図８　ファミリーパスポート（フィリピンパスポート）
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おわりに

本稿では，１「終戦後の出入域管理体制」において「米

軍政府による出入域管理体制の整備」「琉球政府による

出入域管理体制の整備」「出入管理令における米軍要員

の定義」，２「フィリピン人軍人及び軍属の駐留及び在

留期間」において「フィリピン人軍人・軍属の駐留の経

緯と在留のパターン」「フィリピン人軍人・軍属のフィ

リピンへの帰還と沖縄人妻の証言」，３「フィリピン人

軍人・軍属に嫁いだ女性たちの国籍及び婚姻」において

「フィリピン人軍人・軍属の妻の出入域管理における国

籍に関する解釈」「裁判および新聞記事にみる離婚・離別」

「フィリピン移民におけるパスポートについて」といっ

た問題に焦点をあて考察を試みた。

戦後，米軍は沖縄を「キーストン・オブ・ザ・パシフィッ

ク（太平洋の要石）」と呼んで重視し，基地の建設を急ぎ，

戦闘即応兵力の配備に余念がなかった。ニミッツ布告に

よって厳しい出入域の制限を布かれる中，フィリピンか

らフィリピンスカウト（Philippine Scout）と称された

フィリピン軍人やフィリピン人軍属の軍雇用員の入域を

許可し基地の整備が急ピッチで進められていた。その後，

米軍基地の整備が整う中でフィリピンスカウトは廃止さ

れ，軍雇用を地元沖縄住民に移すIntensive Programs

計画が実施されると，フィリピン人軍属は契約解除さ

れ，帰国を余儀なくされている。本稿の研究対象は，そ

うしたフィリピン人軍人や軍属に嫁いだ沖縄女性たちで

ある。本稿では，特に終戦後の米軍統治下の出入域管理

体制において，フィリピン人軍人・軍属がどのような経

緯で駐留し，滞在していたのか，またそのフィリピン人

軍人や軍属と結婚した国籍や婚姻に関わる問題について

検討した。フィリピン人軍人や軍属と結婚した沖縄女性

は2,000人とも3,000人（離別した女性も含む）ともいわ

れているが，その実態はまだ正確には把握されていない。

多くの沖縄女性が，夫の帰国後，フィリピンに移住して

いるが，本稿で指摘したように，婚姻後離別した女性も

少なくない。本稿では，結婚後フィリピンに移住した女

性たちに研究の対象に絞ったが，今後そうした離別した

女性たちについても目を向けなければならないだろう。

米国統治下の沖縄では，出域する際，琉球列島米民政

長官（後には高等弁務官）から身分証明書であるパスポー

トが発給されていたが，フィリピンへの渡航については，

他に個人や夫婦，ファミリーのパスポートが存在してお

り，渡航の際には，そうしたフィリピン側発給のパスポー

トが優先されている事例も確認できる。一般人の渡航と

は異なる国際結婚の特殊事例だといってもよいだろう。

二重国籍を認めない日本の法規のはざまで，フィリピ

ンに帰化した女性たちの日本国籍をめぐる悩みは深刻で

あった。日本の国籍法は，国籍選択制度を採用している。

現在も原則として，彼女たちが日本国籍を放棄しない限

り，日本人としての国籍は維持できており，出入域の際

もなんら問題視されていない。しかし，パスポートに関

してもそうであるが，インタビューの際，国籍の問題に

触れると，多くがそうした敏感な問題を避けようとする。

それは，複数の国籍を持つ人は原則として22歳までにど

ちらかの国籍を選択する義務を日本政府が定めているか

らである。政府が選択の義務を果たしたかどうかを確か

めることはなく，実際にフィリピン間だけでなく，他の

国との国籍を有する沖縄女性は現在も多く存在する。欧

米では二重国籍を認める国が多く，それで人権が守られ

ているといった理解がなされている。しかし，日本では

異なり，政府の求める国籍選択は，罰則規定が伴わない

努力義務とはいえ，彼女らに与える心理的負担は大きく，

それがトラウマとなり，国籍のことを話したがらない原

因となっている。

調査を通して，多種のパスポートの存在や，フィリピ

ンに移住した女性たちの国籍の認定については，二重国

籍を認めない国籍法（昭和25年法律第147号）との間に

齟齬があることを確認できたことを，本研究の成果とし

て挙げたい。フィリピン移住後の彼女らの生活における

苦境や帰化などの問題については，別稿にて検討する予

定である。
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